
ソフトウェア使用許諾契約書

エコーインテック株式会社（以下 「弊社」と記載します）は、お客様に、本使用許諾契約書（以下「本契約書」と記載します）に
基づいて提供する本ソフトウェア「QR Evidencer（QRエビデンサ―）」（以下「本ソフトウェア」と記載します）を使用する権
利を下記条項に基づき許諾します。本ソフトウェアをインストール、または使用することによって、お客様が本契約書の全てに
ご同意いただいたものと致します。本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、または使用しない
で下さい。

1. 著作権
① �本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本ソフトウェアは日本の著作権法その他関連して適用され

る法律等によって保護されています。したがってお客様は、本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
② �本ソフトウェアとともに提供されるドキュメント等の関連資料（以下「関連資料」と記載します）の著作権は、弊社に帰属し、

これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。
③ �本ソフトウェアとともに提供される著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法

律等によって保護されています。

2. 権利の許諾
① お客様は、本契約書の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を本契約書に基づき取得します。
② �お客様は、個人的利用を目的としてのみ、関連資料のコピーを作成できます。ただし、ハードコピーか電子文書かにかかわら

ず、これらをお客様の組織外に再発行したり再配布したりすることはできません。

3. 使用条件
①� �本ソフトウェア製品をご利用いただく場合には、当社または正規代理店において、所定の方法により対価をお支払いいただく

ことにより、本ソフトウェアの使用権が発生し、本ソフトウェア起動のためのドングル（認証キー）が発行され、お客様が所
有するコンピュータで使用することを許諾するものとします。お客様は、受取られたドングルをUSBポートへ装着していただ
くことで、お客様が所有するコンピュータで使用することができます。

4. 制限事項
① お客様は本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
② �お客様は本契約書において許諾されている条件以外で、本ソフトウェアの使用、全部または一部を複製、改変等をすることは

できません。
③ お客様は本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。
④ �お客様は日本国内における居住者に限り、いかなる方法および目的によっても、本ソフトウェアおよびその複製物を日本国外

に輸出してはなりません。

5. 責任の制限
① 本ソフトウェアの選択および使用効果については、お客様の責任とします。
② �弊社は、本ソフトウェアの使用に付随または関連して、お客様または第三者に対して生じた直接的または間接的な信用の毀損、

業務の停止、コンピュータの誤作動、機能不全損失、損害等について、それらの損害の可能性が事前に報告されていた場合に
おいても一切の責任および義務を負いません。

6. 契約の期間
本契約は、本ソフトウェアのインストール、もしくは使用を始めたとき発効し、下記7. により本契約が終了するまで有効である
ものとします。

7. 契約の終了
① �弊社は、お客様が本契約書のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約

を終了させることができます。
② 上記① の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。

8. その他
① 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
② �本ソフトウェアおよび本契約に関連して、お客様と弊社の間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、岐阜

地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


